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ウリカ川・レラヤ川流域洪水予警報システムは、ABH-T の洪水予報センターによってテレメー

タシステムを制御し、アルハウズ県庁の洪水警報センターは警報局を制御するものである。主要

機材と機能の概要を表 3-14 に示す。 

表 3-14 システム概要（ウリカ川・レラヤ川流域洪水予警報システム） 
局名 機能 種別 運用機関 

1.．洪水予報センター 
ABH-T マラケシュ（Marrakech）   

1.1 テレメータ監視制御装置 無線テレメータによる水文データ収

集 
新設 

1.2 データ処理・蓄積・分析装置 データ処理・蓄積・分析及び伝送 更新 
1.3 マイクロ多重無線装置 アルハウズ県庁間のデータ通信用 新設 
1.4 無線警報監視制御装置 無線警報制御監視装置の設置 新設 

1.5 ウエブサーバー（ホームページ用） インターネットによる関係機関への

洪水情報配信 
新設 

ABH-T 

1.6 電源システム 非常用発動発電機などの電源装置 新設 ABH-T 
2．雨量・水位観測局 
2.1 Agbhalou 新設 
2.2 Tazitount 改修 
2.3 Amenzal 改修 
2.4 Tiouldiou 改修 
2.5 El Jam’ane 新設 
2.6 Arg 新設 
2.7 Tahanaout 

降雨データ、河川水位の自動観測 

新設 

ABH-T 

3.雨量観測局 
3.1 Agouns 改修 
3.2 Tourcht 改修 
3.3 Ihdjamene 新設 
3.4 Amddouz 新設 

3.5 Armed 新設（テレメータの蓄

積中継機能付） 
3.6 Oukaimedan 新設(中継局に設置) 
3.7 Tizi-n-Likemt 

雨量の自動観測 

新設 

ABH-T 

4．水位観測局   
4.1 Tourcht 新設 
4.2 Tinitine 

河川水位の自動観測 
新設 

ABH-T 

5．中継局   
5.1 Aoulouss ・テレメータ観測、警報局の中継機能 改修 
5.2 Adra Tazaina ・テレメータ観測局の中継機能 改修 
5.3 Oukaimedan ・テレメータ観測、警報局の中継機能 新設 

ABH-T 

6．データモニター局 
6.1 DPE（Tahanaout） 改修 DPE 

6.2 ウリカカイダ（Ourika Caidat） 改修 ウリカカイ

ダ 

6.3 アスニカイダ（Asni Caidat） 

インターネットにより洪水情報をモ

ニター 
新設 アスニカイ

ダ 
7．洪水警報センター 
アルハウズ県庁(Tahanaout)    

7.1 洪水警報制御監視局制御コンソール 

警報局を無線で遠隔制御・監視し、ス

ピーカーによる洪水警報吹鳴及び音

声放送による洪水警報、避難命令の発

令を行う 

新設 

7.2 マイクロ多重無線装置 ABH-T 間のデータ通信用 新設 

7.3 洪水情報モニター装置 ABHT のデータによる洪水情報のモニ

ター 新設 

アルハウズ

県 

7.4 電源システム 非常用発動発電機などの電源装置 新設  
8．警報局 
8.1 WP-1: Aghbalou-1 新設 
8.2 WP-2: Aghbalou-2 新設 
8.3 WP-3: Aghbalou-3 新設 
8.4 WP-4: Iraghf-1 

県庁より無線遠隔制御でスピーカー

による洪水警報吹鳴及び音声放送に

よる洪水警報、避難発令 
 新設 

アルハウズ

県 
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局名 機能 種別 運用機関 
8.5 WP-5: Iraghf-2 新設 
8.6 WP-6: Iraghf-3 改修 
8.7 WP-7: Iraghf-4 新設 
8.8 WP-8: Iraghf-5 新設 
8.9 WP-9: Tazitount 新設 
8.10 WP-10: Setti Fadma-1 新設 
8.11 WP-11: Setti Fadma-2 新設 
8.12 WP-12: R'ha Mouley Brahim 新設 
8.13 WP-13: Imlil 新設 

9．交換予備品 2 年以上運用するに必要な数量の交換

予備ユニット 新設 ABH-T 

10．測定器 システムの維持管理に必要な最低限

度の測定器 新設 ABH-T 

 

3-2-3 概略設計図 

概略設計図を添付資料として巻末に添付する。 

3-2-4 施工計画／調達計画 

本件は機材調達案件であるが、機材を先方に受け渡して終了するのではなく、調達した機器の

据付工事を伴う。具体的には局舎の建設から計測機器や通信・制御機器など洪水予警報システム

を構成する機器の据付、配線、調整・試運転を行い、さらに初期操作指導を行って相手側に引き

渡すものである。したがって、システムの設計から機器の選定、製造、据付まで一貫した品質・

工程管理が要求され、据付後の動作確認までの品質を納入業者が保証する必要がある。このため、

パイロットプロジェクトでも実績があり現地関係機関にも信頼されている本邦企業が適すると考

える。この体制で限られた工期内で確実な引渡しを行うことができるように計画することが重要

である。 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

(1) 調達方針 

本協力対象事業で調達する洪水予警報システムは、｢モ｣国でのパイロットプロジェクト

での使用実績から高い信頼性が証明された日本製システムとする。一方で局舎建設等に必

要なセメントや骨材、鉄筋、コンクリートブロック等の一般土木資材はできるだけ現地調

達とする。 

(2) 据付工事方針 

洪水予警報システムの据付・調整・試運転は、メーカーから技術者を派遣し、現地でも

通信機器等の取扱に慣れている業者が多くいるので、これらの業者の技術者を雇いながら

据付工事を実施していくものとする。 

しかし、本件で実施する土木工事は、計測機器や通信機器等を設置するための簡単な構

造の観測局舎の建設やパンザマストや鉄塔等を建柱する工事がほとんどで、特殊な工事は

ない。そのため、現地の施工業者でも十分に対応が可能で、資機材も現地で調達すること

ができる。 
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3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 調達上の留意事項 

本邦で調達された機材は、約 2 カ月間かけて｢モ｣国のカサブランカ港に輸送され、通関

後、トレーラにてマラケシュ市内に運ばれる。その後、調達機材は 37 カ所の局舎や基地局

等へそれぞれの必要な機器を振り分け据付けられるが、据付工事は順次進められるためマ

ラケシュ市内に高価で防水対策が必要な精密機器を保管する屋根付き倉庫を用意する必要

があるが、現地政府には適当な保管施設がないため、マラケシュ市内に借りる計画とする。 

保管された調達機材は据付工程にあわせて必要な機器を 2t トラックにて各サイトへ運ぶ。

また、山岳高地に設置される観測局や局舎は、トラックが走行できる輸送路もない所も多

く、その場合には途中で荷物を騾馬に載せ代えて狭く急傾斜の山道を運搬しなくてはなら

ない。騾馬は一般的には 100kg 程度の重量が限度で、運搬物の長さも、輸送経路に急カー

ブが多いため、パイロットプロジェクトでの施工経験から 2m 以下にする計画とする。そ

のためこれらの条件を考量した機材の選定（特に長尺のパンザマスト等）や梱包方法を計

画する必要がある。 

(2) 施工上の留意点 

標高の高い一部の建設予定地では 11月から 4月頃の冬季間は低温や積雪などから施工が

できないため、この期間を避けた据付計画を立てる必要がある。具体的な計画としては局

舎建設やパンザマストの建柱などの建設工事を機材到達前までの夏季期間にほとんど完了

させ、機器の据付・調整・試運転工事も、山岳地帯の局舎等は夏季期間に優先的に施工す

る計画としなくてはならない。 

表 3-15 マラケシュ市近郊（Lalla Takerkoust）の月間平均温度（ウリカ川・レラヤ川） 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

2000 11.1 16.8 18.9 16.6 20.5 27.2 28.3 29.0 24.7 18.5 14.2 14.9
2001 12.5 13.8 18.2 18.6 20.7 26.7 27.7 27.7 22.8 23.9 15.3 14.8
2002 14.4 15.3 16.4 22.4 20.3 23.7 28.1 25.8 25.2 23.4 17.5 15.0
2003 11.9 12.2 17.2 17.3 23.5 25.4 29.0 29.3 26.4 19.9 15.5 13.6
2004 12.2 14.6 15.8 17.3 18.2 27.5 28.5 28.6 25.0 22.4 16.5 11.3
2005 11.4 12.0 17.9 19.7 23.1 27.1 27.4 28.5 24.5 21.7 16.2 12.9
2006 10.7 13.0 17.2 20.3 23.1 27.0 29.4 29.4 25.3 22.0 17.1 11.9
2007 12.6 12.8 16.0 15.2 20.4 24.5 33.4 27.4 22.5 20.3 15.5 12.3
2008 14.2 14.8 17.7 20.8 20.9 25.8 28.8 28.1 23.7 17.6   
2009 9.6 13.2 14.8 16.5 20.4 24.2 29.7 27.5 21.5 23.1 18.1 14.1
出典 ABH-T 
 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

日本と「モ」国の両政府が分担すべき事項は、表 3-16 のとおりである。 
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表 3-16 両国政府の主な負担区分 
負担区分 

項目 内容 
日本国 「モ」国 

備考 

資機材の調達・搬入 ○   資機材調達 

資機材の通関手続  ○  

工事に必要な用地の確保  ○  準備工 

上記以外の準備工 ○   

局舎、パンザマスト等建設工事 ○   

機材の据付・配線・調整・試運転 ○   

初期操作指導 ○   

本工事 

ソフトコンポーネント ○  受講者の手配や講習会場等は

｢モ｣国負担 

出典：JICA 調査団 
 

3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

(1) コンサルタントの調達監理計画 

a) 作業内容 

コンサルタントは業者が機材の調達／施工を実施するにあたり、品質や工程管理が適

正に行われているかを監理するとともに、現地に納入された機材の据付と調整について

も正しく行われていることを確認する。コンサルタントが実施する調達監理に係わる主

な業務は以下の通りである。 

① 調達業者との設計や主要構成機器,および工程や品質管理計画等の協議 

② 工場、出荷前検査の立会と船積前検査の管理 

③ ABH-T および関連機関との協議・打合せ 

④ 機材調達状況の確認 

⑤ 機材の通関手続きに係わる業務進捗の確認とフォローアップ 

⑥ 据付工事および付帯土木工事の工事監理（工程管理、品質管理、出来高管理） 

⑦ 機材検査および据付工事の検査立会 

⑧ 完了証明書等の発行 

⑨ 報告書等の提出 

b) 調達監理体制 

本件は機材の調達監理のみならず、据付に伴う土木工事も含むため、現場の責任体制

の強化が求められることから、日本人の常駐調達監理者 1 名を建設工事期間を含めて据

付工事期間中配置し、調達監理業務に一貫性をもたらす必要がある。また、ウリカ川流

域とレラヤ川流域の 2 流域を合わせて 716km2 の広大な範囲のなかに観測局、警報局、

中継局および基地局の新設や既設局の改造も含めて合計 37 か所の局舎が点在し、しか

も多数の局舎が同時に据付工事を実施する計画のため、現地技術者（業務経験 10 年）1

名を雇い調達監理技術者として一緒に調達監理業務を実施する計画とする。 

また、コンサルタントは工場立会検査と梱包検査を行うとともに、船積み前検査につ

いては第三者機関による検査を実施する。 

以上を踏まえて、コンサルタントの調達監理体制を表 3-17 にまとめる。 
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表 3-17 コンサルタントの調達監理体制 

コンサルタント要員 格付 業務内容 

調達監理（総括） 
（事前、着工・中間・竣工支援） 

2 号 

事業全般における技術・運営両面での総括監

理を行う。調達機材の現地到着前に先方政府

と事前打合せを行い、据付作業完了時に検

収・引渡しに立合う 

常駐調達監理 
（現地調達監理、据付工事監理） 

3 号 

機材現地到着前の据付工事開始時から現地

に常駐し、現地の監理責任者として、機材の

調達監理、工程管理、品質管理を行うととも

に、据付工事全般の監理業務を行う。また、

調達業者および現地関係機関との協議・調整

を行う 

現
地
業
務 

調達監理技術者（現地傭人） 
（現地調達監理、据付工事監理） 

経験 10 年

日本人常駐監理技術者の監理補助要員とし

て常駐調達監理技術者が実施する業務の補

助を行う 
検査技術者 

（機器製作図確認） 
3 号 

機器の製造前にシステム設計や機器製作図

および関連図書の検査・照合を行う 国
内
業
務 

検査技術者 
（工場検査立会） 

3 号 機器の工場検査・出荷前検査に立合う 

 
(2) 調達業者の調達管理に係る日本人要員計画 

調達業者の調達管理および据付工事の要員計画は表 3-18 に示すとおりである。 

表 3-18 業者側の作業内容 
担当 格付 作業内容 

現地調達管理要員 3 号 

調達業者の現地責任者として現地に常駐し、機材調達

業務や据付工事全般に係る作業管理、工程管理、品質

管理や安全管理等の管理業務を行う。相手国側諸機関

との交渉および通関時の諸手続き等を行い、引渡し時

の業者側責任者となる。また、据付完了後の調整・試

運転、現地エンジニアに対する初期操作指導にも立合

う 

現
地
業
務 

調達管理補助要員 経験 10 年
日本人現地調達管理要員の管理補助要員として調達

管理や据付管理業務の補助を行う 
検査要員 
（機器製作図確認・照合） 

4 号 
機器の製造前に、システム計画や機器製作図および関

連図書の確認・照合を行う 
国
内
業
務 

検査要員 
（船積み前検査立会） 

4 号 
機器の工場検査、出荷前検査および船積み前検査に立

合う 

 
3-2-4-5 品質管理計画 

(1) 機材品質 

機材の品質を調達から据付完了まで一貫して保つために以下の検査などを行う。 

a) 検査 

本邦より出荷する資機材に関して下記項目の検査を実施し、員数、性能、および納期

が検査における承認書で契約されているとおり実施されていることを確認する。 

① 工場立会検査 

契約者が機材の製造・検査・資機材の購入を完了し、システムとしての総合動作を
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確認し、仕様書の性能・数量を満足した場合、契約者の工場で立会検査を行い、数量・

性能の検証を行う。 

② 梱包検査 

工場検査が完了し、契約者がすべての資機材を梱包し出荷準備ができたところで梱

包検査を行い、資機材の梱包数量、荷姿、ケースマークなどをパッキングリストによ

り検査し、海上輸送及びモロッコ国内の内陸輸送に耐える梱包であることを検査する。

輸出梱包の方法は以下の通りとする。 

• 主要機材 :  真空梱包を施し機器が輸送中に振動に耐えるよう補強して木箱または

木枠梱包とする。 

• 空中線柱 :  輸送中の振動に耐えるよう補強し木枠梱包とする。 

③ 第三者機関による船積み検査 

梱包検査完了後船積み前に第三者機関による船積み検査を実施し、正しく船積みさ

れたことを確認する。 

④ 現地員数検査 

本邦より出荷した資機材や現地にて調達した資機材の員数検査を行い、不足のない

ことを確認する。 

⑤ 完工引き渡し検査 

契約者によるシステム全体の据付工事、調整・検査が完了した後、員数、性能の確

認を行い、モロッコ政府に検査完了報告書を提出して完了を証明する。 

⑥ 無償保証期間 

契約者は完工引き渡し検査完了後、1 カ年間、資機材の品質を保証し、不具合が生

じた場合には遅滞なく無償で復旧に努める。 

b) 海上輸送・内陸輸送・保管 

日本国調達資機材は横浜港から海上輸送によりカザブランカ港到着とする。機器に関

しては、カサブランカ港からマラケシュ ABH-T（原則として）に陸路輸送を行い、保

管するものとする。その後施工計画に従って各設置場所へ個別輸送する。 

日本国より出荷した機材はカサブランカ港到着後、通関業務をモロッコ側が行い、通

関後契約者が資機材を受け取った後、内陸輸送を行う。その後の保管や各現場への小口

輸送も契約者の責任で行う。またカサブランカからマラケシュの保管倉庫までの内陸輸

送については国内法規をよく調査し、輸送に遅延の発生しない計画を立てる。 

c) 工程管理 

すべての機材製造期間、資材調達期間を調査し、製造期間の短縮を図る。また据付工

事が冬季にかかることから短期間で終了させるため、アンテナマストの出荷を建物の工

事と併せて行うために早期出荷するなどの工夫を行う。 
 

(2) 施工品質 

電気通信機器の施工品質は仕様書通りであるかを各局の完成検査時に検査を行う。配線

や固定方法などについても規定の作業が実施されていることを確認する。 
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建設工事関係の施工品質管理項目は、主に局舎や水位計基礎に使用されているコンクリ

ート関係がほとんどで、その品質管理項目、試験方法、試験頻度などを表 3-19 のとおりと

する。 

表 3-19 コンクリート管理項目 
品質管理項目 試験方法 試験頻度 
スランプ スランプ試験 1 種類のコンクリートについて 2 回/日 
圧縮強度（材齢 28 日） 圧縮強度試験 打ち込み工区ごと、打ち込み日ごとに 1

回、①検査ロットに 3 供試体 
 

管理試験結果は統計的手法（ヒストグラムおよび管理図）を用いて品質標準を満足して

いるかどうか、品質が安定しているかどうかを判定する。 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

(1) 調達先 

本件で調達する洪水予警報システムや据付工事に必要な資機材は、現地での使用実績や

品質、価格、およびアフターサービス体制等の調査を実施して、適切な調達先を選定する。 

以下に主な資機材の調達先や調達方法を示す。 

a) 洪水予警報システムおよびシステム構成機器 

｢モ｣国内での使用実績のある洪水予警報システム（水文観測からデータ処理、警報シ

ステム等の一連のシステム）は、パイロットプロジェクトで設置された日本製システム

のほかに、フランスの援助で設置されたフランス製システムと｢モ｣国製システムがある。

このなかでフランス製システムと｢モ｣国システムの使用通信機器等はフランス製であ

り、ほぼ同様の機器が使用されている。 

これらを比較すると、日本製システムが設置後 8 年間ほとんど無故障で稼働を続け、

2006 年に発生した二度の洪水においても確実に警報を発し、観光客の避難に繋がり人

的被害を最小限にとどめたという実績があるのに対し、他の 2 システムでは雷によるノ

イズや無線の混信などの対策が不十分なことから観測データの欠損も多く、また確実に

データを送受信するために必要な無線受信電界強度も低い等のシステム設計上の不具

合も多く、故障等によって稼働できない期間も長かったという現地関係機関の評価であ

る。 

これらの使用実績等を検討した結果、品質や実績から日本製システムが優れていると

言える。さらに、本件の設置予定の観測局は、標高 3,000m 以上の道路もないような山

岳地に設置される局舎も多くあり、冬季はマイナス 15 度以下で降雪も多いため維持管

理を実施することが非常に困難な条件を考慮する必要があるため、特に故障が少ない信

頼性の高いシステムが求められる。この信頼性に対しても、日本製システムが設置後 8

年間ほぼ無故障で稼働を続けていることに対して、｢モ｣国製やフランス製システムは故

障も発生しており、信頼性の面からも日本製の方が優れている。 

さらに、日本製システムは、8 年間の稼働期間中は｢モ｣国内の技術者が操作や維持管
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理を行っており機器の取扱にも慣れており、部品供給などアフターサービスにも問題は

なかった。 

これらの実績から本件も日本製の洪水予警報システムを採用することとする。 

洪水予警報システムの構成機器は、計測機器、データーロガー、無線通信機器、制御

機器、電源供給装置、サーバーやアンテナ関連機器など様々な機器から構成され、それ

ぞれの機器にも高い信頼性が求められるが、前述した｢モ｣国内での実績からも日本製の

方が優れている。 

また、システムに組込まれるサーバー等の汎用機器は、日本で調達品と同程度の性能

の機器を｢モ｣国内でも調達できるが、洪水予警報システムの製作がこれらの構成機器も

製作時に一度日本に集められユニット化し必要な配線やソフトを入力し、システム全体

の調整や試運転を実施後に発送されるため、これらの高性能な汎用機器を含めたシステ

ム構成機器は、機器の輸送を考え日本調達とする。 

日本で調達されユニットに組込まれる機器を表 3-20 に示す。 
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表 3-20 洪水予警報システム組込使用機器別調達先 
調達先 

ユニット名 機器名 内容 
日本 現地 

備考 

雨量計 雨量観測 ○   

水位計 河川水位観測 ○   

無線装置 通信用 ○   

電源供給装置 
太陽電池パネル、蓄電池、配
電盤 

○   

非常電源装置 UPS、小型発電機等 ○   

アンテナ関連 通信用アンテナ ○   

水文観測・デ
ータ収集サ
ブシステム 

避雷器 避雷針や避雷器等 ○   

標準時刻設定機器 GPS、NTP ○   

マイクロウェーブ無線装
置 

通信用 ○   

テレメータ監視制御装置  ○   

FFWS サーバー 
計測データ等のデータベー
ス及び一次処理用 

○   

Web サーバー Web 画面作成、表示 ○   

DMP リーダー 
IC カードに保存された観測
データの収集 

○   

処理用ソフトウェア データ処理用ソフトウェア ○   

アンテナ関連 通信用アンテナ ○   

電源供給装置 太陽電池、蓄電池、制御盤 ○   

コンピュータ 表示・データ入出力用 ○   

プリンター  ○   

通話装置 IP 電話等 ○   

デ ー タ 分
析・洪水情報
伝達サブシ
ステム 

避雷器 避雷針や避雷器等 ○   

送受信フィルター 電波用フィルター ○   

中継制御装置 無線中継制御用 ○   

電源供給装置 太陽電池、蓄電池、制御盤 ○   

アンテナ 通信用アンテナ ○   

中継局 

避雷器 避雷針や避雷器等 ○   

無線装置 警報遠隔操作用無線通信 ○   

アンテナ関連 通信用アンテナ ○   

スピーカー 音声出力用 ○   

電源供給装置 太陽電池、蓄電池、制御盤 ○   

避雷器 避雷針や避雷器等 ○   

制御用 PC 警報発令制御、入力用 ○   

プリンター  ○   

制御用ソフトウェア 警報制御用ソフトウェア ○   

警報発令・伝
達システム 

     

 
b) 電線及び配線材料、パンザマスト等 

本件で使用する主な電線ケーブルは、観測局に設置する計測機器と制御機器を結ぶケ

ーブルや、アンテナとテレメータを接続する通信や制御用の小径ケーブルがほとんどで

数量も少ない。さらに、テレメータや制御機器の接続ケーブルなどは日本での試運転調

整時に必要になるとともに、多芯の計測用ケーブル等は、日本で端子や端子番号取付な

どの作業を完了しておいた方が現地での電線接続作業が容易になるため、電線関係は日

本調達とする。 

パンザマストも「モ」国内で調達できるが、「モ」国内で調達できるパンザマストは

非常に重く設置にはクレーンが必要になる。しかし、本件のパンザマスト設置場所は、

用地が狭くクレーンを使えないため人力で設置することが条件になり、さらに山岳地帯
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に設置する場合には、急斜面を騾馬で運搬しなくてはならないため、短く分解できるパ

ンザマストが必要になる。分解式のパンザマストは｢モ｣国で調達できないため、日本で

開発された短く分解できしかも軽量で耐久性が高い日本製パンザマストを調達する。 

なお、中継用の鉄塔は現地の基準に適合する設計品を現地で調達する。 

c) 生コン、セメント、コンクリート二次製品 

「モ」国内にはセメント業界として世界第 5 位のイタリアに本社をおくイタルチェメ

ンテ社が「モ」国内の各所でセメントを製造し、生コンプラントも多数所有している。

また、コンクリート 2 次製品（本件で使用するコンクリートブロックなど）も生コン工

場の側にコンクリート 2 次製品用の工場を併設し製作・販売をしており、品質も問題は

ないためセメントや生コン、およびコンクリートブロック等のコンクリート二次製品は

「モ」国調達とする。 

しかし、本件で生コンを使用する局舎等の設置場所は、山間部の車道も整備されてい

ない場所がほとんどで、プラントから遠く、しかも使用量も非常に少ないため、篩や小

型のポットミキサー（0.08m3 クラス）をサイトに持込み、局舎周辺の土砂から骨材を篩

分けして生産し、それらを使用しながらポットミキサーでコンクリートを製造する計画

とする。ただし、セメントだけは｢モ｣国内で調達したものをサイトまで運搬して使用す

る。 

d) 砂・骨材 

「モ」国内には河川を管理する流域公社から骨材の採掘権を授与された砕石業者が多

数存在しており、テンシフト川流域にも非常に大きな骨材プラントがある。ここでは近

年のマラケシュ市の建築ブームにも対応できる大量の骨材を産出しており、量・品質と

も問題はなく、骨材は「モ」国内の砕石業者から調達する。 

ただし、前項でも述べたように、各サイトで使用する骨材の量は少なく、運搬も困難

な場所が多いため、プラントに近くしかも運搬用道路にも隣接しているような条件の良

いサイト以外では、篩をサイトに持ちこんで周りの土砂等を篩分けしながら必要な骨材

を現場で生産する計画とする。 
 

e) 鉄筋・鋼材 

「モ」国内には、世界的な製鉄メーカーである Sonasid 社が鉄筋や鋼材等を製造して

おり、高品質の鋼材を容易に入手することができる。本件では局舎に使用する細い D10

程度の鉄筋が必要になるが、これらは「モ」国内で調達する。 

f) その他建設関連資材 

本件で使用する建設資材の種類はそれほど多くはなく、上記以外で使用するものとし

ては塗料と局舎に使用するドアや窓、それに水位計用支柱の防護用に設置するフトン籠

程度であり、それらも「モ」国内で入手可能である。 

g) 建設機械（賃貸） 

本件は、建設規模や運搬経路の問題等からほとんど人力で施工するため、使用する建

設機械はコンクリート混練用のポットミキサー（0.08m3 クラス）やコンプレッサー、ピ
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ックハンマー、溶接機など小型機械に限定されしかも使用期間も非常に短い。これらの

機械も、｢モ｣国内で建設会社やリース会社（機械を所有す個人も含む）より借りる。 

h) 労務関係 

建設工事や機器の据付・配線は「モ」国の労務者で十分に対応できる。ただし、技術

を要する配線工事等は日本から派遣される電気技術者が指導するものとし、機器の試運

転・調整等の作業も日本人技術者が行う。 
 

(2) 調達先リスト 

本計画における主要な資機材及び建設機械の調達先についての方針を表 3-21 および表 

3-22 にまとめる。 

表 3-21 主要資材調達先 
調達先 

番号 資機材名 
モロッコ 日本 第三国 

備考 

1 洪水予警報システム  ○  各構成機器含む 
2 コンピュータ  ○   
3 プリンター  ○   
4 電線、配線材料 ○ ○   
5 パンザマスト  ○   
6 中継用鉄塔 ○    
7 セメント ○    
8 生コン ○    

9 コンクリート二次製品 ○  
 コンクリートブロッ

ク等 
10 砂・骨材 ○    
11 鉄筋、鋼製品 ○    
12 塗料 ○    
13 その他建設資材 ○    

 
表 3-22 主要機材調達先（賃貸機材） 

調達先 
番号 機械名 仕様 

モロッコ 日本 第三国 
備考 

1 バックホウ バックホー0.45m3 ○    
2 トラッククレーン 4.9t ○    
3 トラック 2t ○    
4 ダンプトラック 2t ○    
5 コンクリートミキサー 0.08m3 ○    
6 溶接機 300A,エンジン式 ○    
7 コンプレッサー 3.5m3/min クラス ○    
8 ピックハンマー  ○    
9 発電機 30KVA クラス ○    

 
(3) 輸送計画 

a) 輸送ルート 

本件で使用する資機材は現地および日本から調達する。日本調達品の輸送ルートは、

海上輸送で｢モ｣国のカサブランカ港に輸送され、通関後、トレーラに積み込みマラケシ

ュ市に運ばれる。そこから警報局や観測局等の工事サイトに運ばれるが、工事サイトが

非常に多数で、工事開始時期がバラバラなため資機材をいったん倉庫に保管し、各工事
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サイトの据付工事の実施に合わせて運ぶ。 

また、調達機材は精密機器がほとんどで水に濡らすことができないため、屋根付きの

倉庫に保管する必要がある。しかし、実施機関である ABH-T に適当な広さの屋根付き

の保管施設がないため、マラケシュ市に容積 100m2 程度の屋根付き倉庫を約 3 カ月間借

りる計画とする。 

b) 輸送日数 

日本からマラケシュ市までの輸送日数は天候や貨物船運航状況等の影響を受けるも

のの概ね 60 日程度になる。 

・ 日本からカサブランカ港（9,000km） 45 日 

・ 通関手続き等  14 日 

・ 内陸輸送（トラック輸送）（300km）  1 日 

c) 輸送梱包方法 

調達資機材は通信機器やパソコンなどの精密機器は一般的に梱包状態で販売される

ため、梱包費用は計上しない。輸送には 40ft コンテナで全ての日本からの調達資機材を

輸送する。 

パンザマストは、機器据付前に建設工事とともに建柱する必要があるため、洪水予警

報システムの機器とは別に早い段階で｢モ｣国へ運搬する。 

d) 各サイトへの輸送 

貸倉庫から各工事サイトまでは、2t トラックにて輸送する。資機材の運搬用トラック

として 2t トラックのリース料金と運転手を 3 カ月間雇う計画とし、必要な費用を据付

工事費のなかに直接経費として計上する。 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

(1) 初期操作指導 

本件で調達する洪水予警報システムの使用者は 2 機関（ABH-T、アルハウズ県庁）であ

る。したがって、初期機器操作指導は 2 か所で行うことになる。施設・設備の引渡しに先

立ち、システム操作技術員等を対象に合計 1 週間程度の期間を設け、納入業者の技術者に

よる納入機材の機能説明、操作指導、保守点検指導を現場実習で行う。 

初期操作指導を行う機器は以下の通りである。 

• テレメータ監視制御装置 

• テレメータ雨量水位観測装置 

• テレメータ用無線機、 

• データーサーバー 

• スイッチング機器 

• パソコン 
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• マイクロ多重無線機器 

• 洪水警報監視制御装置 

• 警報装置 

• 中継局装置 

(2) 運用指導 

各機関の操作員は初期操作指導により基本的な各装置の操作を行うことができる。しか

し、システムを総合的に運用するためにはこのような短期間の技術指導ではシステムを有

効活用するには不足である。これを補うために以下に述べるソフトコンポーネントを実施

し、モロッコ側洪水予警報システム関係者にシステムの総合運用を習得させる 

3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントを計画する背景 

洪水予警報システムは、最新の ICT（Information Communication Technology）技術を利用

したマシンシステムとそれを運用する人間が関わるマンシステムが混在するマン・マシン

システムである。つまり、両方のシステムが、統合的に正しく運用されてこそ、本プロジ

ェクト目標の「テンシフト川流域（ウリカ川流域・レラヤ川流域）において、洪水予警報

システムが機能する」ようになり、さらに、上位目標である「高アトラス地域における洪

水リスクが軽減される」ことになる。 

本プロジェクトの重要対象地域であるテンシフト川流域内、ウリカ川流域では、開発調

査で構築されたパイロットシステムが 2002 年から運用されている。さらに 2004 年、2005

年、2007 年の 3 ヵ年にわたって短期専門家がその運用指導を行っており、現地側は既に洪

水予警報システムの維持・運用にかかる基本的知識を有しているところである。一方、本

無償資金協力で導入する洪水予警報システムは、同パイロットシステムをベースにしつつ、

システムの拡大化や高度化が図られている。また、このようなシステムの場合、発信され

た予警報を受けた住民の避難体制が整備されてこそ、洪水リスクの軽減に繋がる。 

したがって、洪水予警報システムを運用・管理する人材の能力向上と避難活動の実施体

制の構築に必要なソフトコンポーネント（技術支援）を実施する必要性は非常に高い。 

(2) ソフトコンポーネントの目標と成果 

ソフトコンポーネントの目標は、現地関係機関が拡大化・高度化した洪水予警報システ

ムを適切に運用し、持続性を確保するために必要な知識を構築することである。また、発

信された洪水予警報を受ける住民を啓発し、洪水予警報発令時に適切な避難が実施できる

ようになることである。 

またソフトコンポーネントの期待される成果とその確認方法は表 3-23 に示す通りであ

り、またソフトコンポーネント計画の詳細を巻末に添付する。 



 

 3-35

表 3-23 ソフトコンポーネントの成果とその確認方法 
成果 内容 達成度の確認方法 

成果 1 

（機器の維持管理） 

機器の維持管理の方法及び体制についての維持管理マニュ

アルが作成され、活用される。 
試験を実施し、習熟度を確認する。

成果 2 

（注意報・警報基準作成）

注意報や警報の発令基準が設定されるとともに、モロッコ側

が基準の設定方法を理解する。 

基準についての議論を通して理解

度を確認する。 

成果 3 

（洪水情報・警報の伝達）

注意報、警報の発令基準（成果２）に加え、情報警報伝達経

路、関係機関の役割と責任、担当者名等を記述した警報発令

伝達マニュアルが作成され、それに則って機器の運転、シス

テムの運用が行われる。 

マニュアルに則って情報伝達訓練

が実施されたか確認する。 

成果 4 

（避難活動） 

全ての警報局サイトについて避難地、避難手順、避難誘導体

制について記述した避難活動マニュアルが作成され、活用さ

れる。 

マニュアルに則って避難訓練が実

施されたか確認する。 

成果 5 

（運用、維持管理コミテ

ッィーの再構築） 

Ourika 川流域のパイロットシステムの運用と維持管理につ

いては、県知事を議長としたコミッティーがあり、同意書に

基づき県、ABH-T および DPE*の 3 者で責任分担が行われてい

る。今回拡張整備されるウリカ川・レラヤ川流域のシステム

用に、新たに同意書を締結し、持続的にシステムが運用・維

持管理されるようにコミティーを再構築する必要がある。 

コミッティーの再構築、責任の明確

化が関係機関で合意されたか確認

する（合意書）。 
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3-2-4-9 実施工程 

本協力対象事業は日本政府とモロッコ国政府間の交換公文（E/N）が締結された後、JICA とモ

ロッコ国政府による贈与契約（G/A: Grant Agreement）に基づき、日本の無償資金協力によって実

施される。プロジェクトの実施には、E/N 締結後から入札業務までを含む実施設計に 5.7 カ月、そ

の後、業者契約、システム設計、機材調達、製作、輸送、据付工事およびソフトコンポーネント

までに 17.8 カ月を見込んでいる。なお、詳細は次表の実施工程表に示すとおりである。 

表 3-24 実施工程表 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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施
設
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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出典：JICA 調査団 

（E/N 締結） 

（コンサルタント契約）

（計画内容確認、機材仕様等のレビュー、詳細設計、入札図書作成） 

（入札図書承認） 

（公示、図渡し、内容説明） 
（入札） 

（入札評価） 

（業者契約） 

（システム設計）

（機器調達、製作） 

（据付工事、調整・試運転、初期操作指導）

（検収、引渡） 

（ソフトコンポーネント）

（工場検査、出荷前検査等） 

（輸送）
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3-3 相手国負担事業の概要 

本計画が実施される場合の「モ」国政府の負担事項は以下のとおりである。 

① E/N 締結後 3 ヶ月まで 

・ マイクロウウェーブ回線用の周波数帯の使用許可および現在使用中の 70KMz 帯周波数の

使用地域の拡大許可申請 

②本プロジェクト工事開始まで 

・ 計画施設の建設許可申請の実施 

・ 計画施設の用地、スペースの確保 

③本プロジェクト工事中 

・ 計画施設の電力量が不足する場合、必要容量まで増強 

・ デジタル回線（ADSL）のデータモニター局への引き込み 

・ ソフトコンポーネントにおける人員の確保 

・ 施設・システムの説明用看板などの設置 

・ 新設の 3 観測局および必要と認められる場所において、盗難・破壊等に対するフェンス

の設置等の防護措置を取る。 

④本プロジェクト完成時 

・ 一般市民を対象にした施設見学の企画及び広報活動 

その経費は表 3-25 に示すように、総計で 116.2 万ディラハムである。これらの負担事項は 2 ヵ

年にわたるが、第 2 ヵ年次には表の 4)から 7)の計 93 万ディラハムの費用が必要になる。 

一方、表 2-3 のとおり、実施機関である ABH-T の直近 3 ヵ年の予算規模は、年々拡大している。

本プロジェクトに必要な洪水予警報システムの整備費は、表 2-3 の「歳出」の内訳にある「投資

（開発予算）」から支出されることになるが、2010 年には 240 万ディラハムが計上されている。

この負担額（93 万ディラハム）は、投資（開発予算）の全予算額（113.2 百万ディラハム）と比

較すると、その約 0.8％に過ぎず、ABH-T で十分に負担可能であると考えられる。さらに、本プ

ロジェクトに必要となる費用（ABH-T 経由または直接支出するものを含む）については、主管官

庁である SEEE が、最終的に責任を持つことを言明しており、「モ」国側の負担事項の実施につい

ては問題ないと考えられる。 
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表 3-25 モロッコ側負担費用 

（単位：万 MAD*） 

負担内容 数量
経費 

(現地通貨) 備考 

1) 銀行取り決め(B/A）および支払授与書（A/P）発給時の

銀行支払手数料 1 式 13.2 SEEE 

2) 局舎用用地取得費用 1 式 5.0 SEEE 

3) 周波数取得費用 1 式 5.0 SEEE 

4) 電力の引込みおよび増強費用 1 式 1.0 SEEE 

5) 盗難・破壊等対策（フェンスを含む） 1 式 40.0 SEEE 

6) ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回線（ADSL）引込み 1 式 2.0 SEEE 

7) 広報活動（看板設置、見学会等の開催）費用 1 式 50.0 SEEE 
合  計  116.2  

＊ MAD:モロッコディラハム 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

システムの運営は、開発調査で実施した既設のパイロットシステムと同様に、水文観測サブシ

ステムおよびデータ分析・洪水情報伝達サブシステムは ABH-T が担当し、警報発令サブシステム

はアルハウズ県が担当する。しかし、システムの保守に関しては、原則的には、ABH-T が責任を

持って行うことになるが、警報監視制御局の日常的な保守はアルハウズ県が行い、また警報局の

定期保守点検は ABH-T とアルハウズ県が共同で行うこととする。年 1 回の夏季洪水期前のオーバ

ーホール点検や故障の修理については専門の保守業者に委託することになる。 

表 3-26 保守点検要領 
局 保守点検の種類 時期・回数 実施者 

日常点検 週 1 回 ABH-T 
定期保守点検 6 月、10 月 年 2 回 ABH-T 
オーバーホール点検 6 月（観光・夏季洪水シーズン前） 保守業者 

テレメータ監視制御
局 

故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 
日常点検 週 1 回 アルハウズ県 
定期保守点検 6 月、10 月 年 2 回 ABH-T 
オーバーホール点検 6 月（観光・夏季洪水シーズン前） 保守業者 警報監視制御局 

故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 
定期保守点検 3 月、6 月、9 月、12 年 4 回 ABH-T 
オーバーホール点検 6 月（観光・夏季洪水シーズン前） 保守業者 水文観測局 
故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 
定期保守点検 6 月、10 月 年 2 回 ABH-T 
オーバーホール点検 6 月（観光・夏季洪水シーズン前） 保守業者 中継局 
故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 
定期保守点検 6 月、10 月 年 2 回 ABH-T、アルハウズ県

オーバーホール点検 6 月（観光・夏季洪水シーズン前） 保守業者 警報局 
故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 
日常点検 週 1 回 各運用者 
オーバーホール点検 6 月（観光・夏季洪水シーズン前） 保守業者 データモニター局 
故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 

 
ABH-T およびアルハウズ県では、洪水予警報システム管理責任者をそれぞれに任命し、システ

ムの運営・維持管理を行う組織を整備する。 
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また、政府機関の人員削減政策の下、基本的にシステムの運営と維持管理の要員は兼任とし、

現状の人員を訓練することによって運営・維持管理体制を構築する。また、ABH-T は、保守点検

業者の技師へ作業指示、業務および保守点検の専門家として、電子機器のエンジニアを最大 2 名

雇用する予定である。 

表 3-27 システム運営・維持管理要員表 
必要人員 

専門分野 
ABH-T アルハウズ県

1. システム管理責任者 1 (1)  
2. 洪水予測、解析、情報伝達（水文技術者） 1 (1)  
3. システム運用（水文技術者、電気、通信技師） 3 (3)  
4. システム保守、故障分析（コンピュータまたは電気、通

信技術者） 
1 (0)  

1. システム管理責任者（洪水リスク管理）  1 (1) 
2. システム運用及び日常保守（水文技術者、電気、通信技

師） 
 2 (2) 

合計 6 (5) 3 (3) 
（ ）内は現状での相当する人員数 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は 6.05 億円となり、先に述べた日本と

「モ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記 (3) に示す積算条件によれば、次のとお

り見積もられる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

(1) 日本側負担経費 

概略総事業費： 593.1 百万円 

表 3-28 概略事業費（日本側負担） 

費目 概略事業費 

機材 

テレメータ監視装置 
テレメータ操作用ＰＣソフトウェア 
警報操作ＰＣ用ソフトウェア 
警報装置 
警報表示用ソフトウェア 
DMP リーダー処理ソフトウェア 
FFWS サーバー処理用ソフトウェア 
VHF 無線装置 
NTP サーバー 
Web サーバー処理用ソフトウェア 
中継装置 
アドレス変換中継局 
観測装置 
データーロガー 
超音波水位計 
ファイヤーウォール 
マイクロウェーブ無線装置 
パラボラアンテナ 
雷検知センサー 
スピーカー 
発動発電機 
蓄電池 
太陽電池パネル 

506.3 
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太陽電池配電盤 
パンザマスト 
警報装置外部筺体 

実施設計・調達/施工監理・ソフトコンポーネント 86.8 

 
(2) モロッコ側負担経費 116.2 万 MAD (約 12.7 百万円) 

① 銀行取決め（B/A）および支払授与書（A/P） 
発給時の銀行支払手数料    13.2 万 MAD (約 143.9 万円) 

② 局舎用土地取得費用     5.0 万 MAD (約 54.5 万円) 

③ 周波数取得費用     5.0 万 MAD (約 54.5 万円) 

④ 電力線引込みおよび増強費用    1.0 万 MAD (約 10.9 万円) 

⑤ 盗難・破壊等対策費用（フェンスを含む） 40.0 万 MAD (約 436.0 万円) 

⑥ デジタル回線（ADSL）引き込み費用   2.0 万 MAD (約 21.8 万円) 

⑦ 広報費用     50.0 万 MAD (約 545.0 万円) 

(3) 積算条件 

① 積算時点：平成 22 年 7 月 

② 為替交換レート 

  円／US$=92.35 円 

  円／現地通貨：1MAD（モロッコディラハム）=10.90 円 

③ 施工期間 

  実施設計、工事の所要期間は実施工程に示した通りである。 

④ その他 

  本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものとする。 

3-5-2 運営・維持管理費 

表 3-29 に示すとおり、運営・維持管理に必要な年間費用は、総額 104 万ディラハムと概算され、

そのほとんどは ABH-T の負担となり、表 2-3 の経常支出（人件費）および経常支出（資材及びそ

の他）から支出することとなる。経常支出（人件費）および経常支出（資材およびその他）の全

予算額は、730 万ディラハムであり、現段階で想定している概算額（104 万ディラハム）の 14％

程度を占める。ここでの概算額は、あくまでも見込みであり、10 万から 100 万ディラハム程度の

ばらつきが生じることは十分に想定され、場合によっては、ABH-T の現予算で対応できないケー

スも想定できる。 

しかし、ABH-T の洪水予警報システムにかかる予算は、主管官庁である SEEE からの補助金か

らなっており、ABH-T の現在程度の予算額で不足する場合には、補助金を追加してもらう必要が

出てくる。同庁も、洪水対策を水セクターの重要課題と位置づけていることから、上記の状況に

なった場合には、迅速に財務的支援を同庁が行うことを、協議議事録で約束している。 
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また、県の負担分については、8 万ディラハムと金額が小さく、同県知事からも予算措置につ

いて確約を得ている。同県の予算措置についても、協議議事録で水利・環境庁が必要な予算を確

保することを約束している。 

表 3-29 運営・維持管理費 

（単位：万 MAD） 
運営機関 費用項目 金額 

システム保守担当者人件費 10  
保守業者委託費 60  
定期点検費用（交通費、日当） 1  
運営費用（電気代、燃料費、電話料、デジタル回線利用料など） 10  
不具合発生時の修繕費用 15  

テンシフト川

流域水利公社

（ABH-T) 
小計 96  

アルハウズ県 運営費用（電気代、燃料費、電話料） 8  

 合計 104  

 

また機材の更新時期について、コンピュータ関係機材は最高 5 年で更新する必要があり、また

その他の機材は平均 10 年と想定される。 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

2001 年から 2003 年にかけて対象流域の一つであるウリカ川流域では開発計画調査型技術協力

プロジェクトのパイロットプロジェクトとして、小規模ではあるが、洪水予警報システムが構築

されている。さらにその後も 10 年近く運営・維持管理されている。したがって 3-3 で述べた「モ」

国側の一連の分担事業についても、デジタル回線（ADSL）のデータモニター局への引き込み以外

は、一応パイロットプロジェクトで経験済みである。したがって諸手続きについて予算さえ確保

できれば、問題なく実施は可能であると思われる。 

そのなかで唯一懸念されるのは、パイロットプロジェクトではほとんどなかった警報局用の民

有地の確保である。アルハウズ県が地権者との交渉に当たっており、これまでに原則的な合意は

得ているものの、その対応によってはこじれる可能性もあり、場所を変更せざるを得ないことも

ありうる。 
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第4章 プロジェクトの評価 
4-1 プロジェクトの前提条件 

4-1-1 事業実施のための前提条件 

事業実施に向けて ABH-T、アルハウズ県または SEEE は、水文観測局舎や警報局の建設用地を

確保する必要がある。その多くは水森林局の用地となっているが、警報局サイトの一部は民有地

でとなっており、既に土地所有者の原則的な許可を得ているものの、プロジェクトの実施にあた

って建設許可の取得と合わせて、用地確保のための必要な措置を実施していく必要がある。 

さらに予警報システムの構築に、ABH-T～アルハウズ県間のマイクロウウェーブ回線用の周波

数帯の使用許可および現在使用中の 70KMz 帯周波数の使用地域の拡大許可を電波管理局（ANRT）

から得る必要がある。 

4-1-2 プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

洪水予警報システムは、最新の ICT（Information Communication Technology）技術を利用したマ

シンシステムとそれを運用する人間が関わるマンシステムが混在するマン・マシンシステムであ

る。つまり、両方のシステムが、統合的に正しく運用されてこそ、本プロジェクト目標の「テン

シフト川流域（ウリカ川流域・レラヤ川流域）において、洪水予警報システムが機能する」よう

になる。 

まずマシンシステムについて、これが完成すればモロッコ国における最も高度な予警報システ

ムとなる。しかし一方で ABH-T にとって維持管理費用もこれまでの数倍に膨らむことになる。こ

の維持管理費用は ABH-T の予算内で賄われることになるが、場合によっては ABH-T の予算で対

応できないケースも想定される。このような状況になった場合には迅速に財務的支援を同庁が行

うことがシステムの持続的な維持管理のための前提条件・外部条件となる。この点については基

本設計概要説明時の協議議事録で SEEE 側が約束しているところである。 

次に人間が関わるマンシステムについて、洪水予警報システムの持続的な運用・発展のために

は多くの関係者が関わることになる。洪水情報の収集・分析・発信を担当する ABHT、警報発令・

伝達を担当する県、さらに県や警察や消防の指導の下、洪水時には観光客を巻き込んで避難活動

を実施する地元住民・観光業者がお互いにコミュニケーションを取りながらそれぞれの責任を全

うすること肝要である。そのために既存のパイロットシステムのための運用・維持管理のための

コミティーを拡大発展させることが不可欠であり、ソフトコンポーネントにおいてもこの点の強

化が計画されているところである。そのための前提条件として関係者に働きかける強い権限を有

する県知事の強いリーダーシップが求められる。 

4-2 プロジェクトの評価 

以下に述べるように、本プロジェクトの妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

4-2-1 妥当性 

(1) 裨益対象 

本プロジェクトの裨益者は、モロッコ全国およびヨーロッパを中心とする諸外国から訪

れる観光客と地元住民である。直接ここで直接洪水被害を受ける可能性のある住民（接客
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業従業員）および観光客の数（日最大）、それに間接的に裨益を受ける可能性のある地域住

民として以下の表にように計約 20 万人もの裨益人口が推定される。 

表 4-1 裨益人口 
直接裨益者 間接裨益者 

流域 
観光客 地域住民 

（観光業従業員）
計 地域住民 

合計 

ウリカ川流域 15,000 750 15,750 117,000 132,750 
レラヤ川流域 5,000 250 5,250 64,000 69,250 
合計 20,000 1,000 21,000 181,000 202,000 

 

(2) 人間の安全保障 

本プロジェクトは観光客および住民・観光業者の人命防御を直接の目的としており、さ

らに地元住民の生活を支える観光産業の発展を支えるものである。 

(3) 自力による維持管理 

対象流域には開発計画調査型技術協力プロジェクト時に建設されたパイロットシステム

が 10 年近く運営・維持管理されており、すでに技術的下地が築かれていると言える。今回

のプロジェクトによりマイクロ回線や遠隔操作の警報局などの新技術が導入されることに

なるが、このような下地の上にソフトコンポーネントを実施することにより、充分に自力

での運営維持管理が可能であると想定される。 

(4) 長期開発計画との整合 

「モ」国には、国家開発計画はないものの、2009 年から 2030 年までのセクター別の戦

略として総合水資源管理計画（GIRE）が策定されており、この中で洪水リスクに対する脆

弱性の減少は 6 重点項目の一つとなっている。 

(5) 低い収益性 

本プロジェクトは防災事業であり、収益が期待できるものではない。 

(6) 環境に対する影響 

洪水予警報システムはいわゆる非構造物対策であり、構造物はせいぜい局舎やアンテナ

塔程度のものであり、環境に対する影響は極めて小さい。 

(7) 無償資金協力制度の適用性 

本プロジェクトのような洪水予警報システムの構築を目的としたプロジェクトはこれま

で多くに国々において無償資金協力事業として特段の困難なく実施されてきている。 

(8) 日本の技術の優位性 

当流域は急峻な山岳地域であり、このような山岳地域における洪水・土砂災害に対する

予警報システム技術は日本が世界をリードする技術である。 
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4-2-2 有効性 

本プロジェクトの実施により以下のような効果が期待される。 

(1) 定量的効果 

① 機材構築およびソフトコンポーネントの実施により、注意報・警報基準値を越す降

雨が発生した時に警報が正しく発令される。 

(2) 定性的効果 

① 発令された注意報・警報に基づいて関係機関が避難誘導を行えるようになる。 

② 対象 2 流域の住民や観光客の生命が保護される。 

③ 対象 2 流域の社会・経済及び観光開発に寄与する。 
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添付資料 1 調査団員・氏名 

本調査団は、以下の団員から構成され、その所属は次表のとおりである。 

巻末表 1 第一次現地調査時の調査団の構成 

氏 名 担 当 所 属 

永田 謙二 総括 国際協力機構 

岡田 綾 計画管理 国際協力機構 

松本 良治 業務主任 建設技研インターナショナル 

廣瀬 哲夫 水文/水理解析/社会条件調査/業務調整 建設技研インターナショナル 

笹原 武志 洪水予警報システム1(通信機材) 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (補強) 

高田 諭 洪水予警報システム4(施設・土木) 建設技研インターナショナル 
小坂 文夫 施工計画/調達計画/積算 建設技研インターナショナル 
片山 正巳 予警報運用計画 建設技研インターナショナル 
鈴木源太郎 通訳 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (補強) 

 

巻末表 2 第二次現地調査時の調査団の構成 

氏 名 担 当 所 属 

松本 良治 業務主任 建設技研インターナショナル 

廣瀬 哲夫 水文/水理解析/社会条件調査/業務調整 建設技研インターナショナル 

笹原 武志 洪水予警報システム1(通信機材) 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (補強) 

田中 哲司 洪水予警報システム2(電波伝搬試験) 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (補強) 
秋本 達哉 洪水予警報システム3(観測モニタリング) 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (補強) 
片山 正巳 予警報運用計画 建設技研インターナショナル 

鈴木源太郎 通訳 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (補強) 

 

巻末表 3 概要書及び機材仕様書（案）説明・協議時の調査団の構成 

氏 名 担 当 所 属 

永田 謙二 総括 国際協力機構 

南谷 太一 計画管理 国際協力機構 

笹原 武志 洪水予警報システム1(通信機材) 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (補強) 

片山 正巳 予警報運用計画 建設技研インターナショナル 
鈴木源太郎 通訳 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (補強) 
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添付資料 2 調査工程 

現地調査及び協議は、次表に示す工程で実施した。 

巻末表 4 第一次現地調査時の工程表 

日数 日付 曜日 時間 永田（JICA） 岡田（JICA） コンサルタント 
1 3/14 日    ラバト空港到着 

2 3/15 月    JICA 表敬 

3 3/16 火     

 パリ発  
4 3/17 水 

20:50 ラバト空港到着   
 

10:00 大使館表敬 
11:45 JICA 表敬  

14:00 水利・環境庁表敬 ラバト空港到着 
 5 3/18 木 

 マラケシュ到着  
 ABHT 表敬  6 3/19 金 
 テンシフト川流域調査  

7 :00 ワルザザード到着  
7 3/20 火 

12:00 ABH-SMD 表敬  
 

 ダデス到着  
   8 3/21 日 
   

08:00 ダデス峡谷調査  
12:00 トドラ峡谷調査  9 3/22 月 
夕方 エルラシディアに移動  
午前 ABH-GGZ 表敬  10 3/23 火 
午後 ラバトに移動  

 議論  11 3/24 水 
   
 議論  12 3/25 木 
   

午前 サイン交換  
JICA 報告  13 3/26 金 

午後 
大使館報告  

14 3/27 
(以降) 土  マドリッドに向

けてラバト発 パリに向けてラバト発 4/30 まで現地調査 
(一部 4/20 に帰国) 

 

巻末表 5 第二次現地調査時の工程表(1) 

日数 日付 曜日 笹原、田中、秋本、廣瀬(ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ) 片山（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
1 6/1 火 移動（成田－ﾊﾟﾘ） 
2 6/2 水 移動（ﾊﾟﾘ－ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ－ﾏﾗｹｼｭ）､団内会議 
3 6/3 木 事務所設営・人員確保・顔合わせ（マラケシ

ュ） 
ｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ説明(ABH-T､ｱﾙﾊｳｽﾞ県)、
移動（ﾏﾗｹｼｭ－ﾗﾊﾞﾄ） 

4 6/4 金 ABH-T 伝播試験工程打ち合わせ（マラケシ

ュ） 
ｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ説明（JICA,事務所、

SEEE、大使館）、移動（ﾗﾊﾞﾄ－ﾏﾗｹｼ

ｭ） 
5 6/5 土 資材調達（マラケシュ） 資料整理 
6 6/6 日 資材調達（マラケシュ） 移動（ﾏﾗｹｼｭ－ｴﾙﾗｼﾃﾞｨｱ） 
7 6/7 月 資材調達（マラケシュ） ｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ説明（ABH- ZGR , ﾃｨﾈﾘ

ｰﾙ県）、移動（ｴﾙﾗｼﾃﾞｨｱ－ﾜﾙｻﾞｻﾞｰﾄﾞ）

8 6/8 火 地元受け入れ確認・ラバ・宿舎確保（マラケ

シュ） 
移動（ﾜﾙｻﾞｻﾞｰﾄﾞ－ﾏﾗｹｼｭ）､団内雑務

9 6/9 水 現地踏査：ウリカ谷系（マラケシュ） 資料整理、ソフトコンポーネント案
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日数 日付 曜日 笹原、田中、秋本、廣瀬(ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ) 片山（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
検討 

10 6/10 木 現地踏査：アウロス中継系（マラケシュ） 移動（ﾏﾗｹｼｭ－ｶｻﾌﾞﾗﾝｶｰﾊﾟﾘ） 
11 6/11 金 現地踏査：アムドウス観測局（マラケシュ） 移動（ﾊﾟﾘ－成田） 
12 6/12 土 現地踏査：レラヤ谷系（マラケシュ）  
13 6/13 日   
14 6/14 月 現地踏査：テジンリケム観測局（マラケシュ）  
15 6/15 火 現地踏査：ウカイメデン中継局（マラケシュ）  
16 6/16 水 マイクロ多重ミラーテスト（１）ABH-T－

県庁間（マラケシュ） 
 

17 6/17 木 マイクロ多重ミラーテスト（２）ABH-T－
中間点（マラケシュ） 

 

18 6/18 金 マイクロ多重ミラーテスト（３）中間点‐県

庁間（マラケシュ） 
 

19 6/19 土 マイクロ無線系統調査データ検討  
20 6/20 日 マイクロ無線系統調査データ整理  
21 6/21 月 電波伝播テストタザイナ中継系：笹原、田中

ABH-T：秋本タザイナ中継、 
 

22 6/22 火 秋本タザイナ中継‐田中アゴンス観測、笹原

ABH-T 
 

23 6/23 水 秋本タザイナ中継‐田中アゴンス観測‐笹

原チオルヂウ観測 
 

24 6/24 木 秋本タザイナ中継‐田中アメンザル観測、笹

原 ABH-T 
 

25 6/25 金 データ整理  
26 6/26 土 データ整理  
27 6/27 日 休み  
28 6/28 月 ウカイメデン中継系電波伝播テスト。笹原：

ウカイメデン中継、秋本：アルムド観測、田

中：エルジャミン観測 

 

29 6/29 火 ウカイメデン中継系電波伝播テスト。笹原：

ウカイメデン中継、秋本：イムリル警報、田

中：アルグ観測 

 

30 6/30 水 ウカイメデン中継系電波伝播テスト。笹原：

ウカイメデン中継、秋本：アルムド観測、田

中：エルジャミン観測 

 

31 7/1 木 ウカイメデン中継系電波伝播テスト。笹原：

ウカイメデン中継、秋本：チムチン観測、田

中：テジンレケム観測 

 

32 7/2 金 データ整理  
33 7/3 土 データ整理  
34 7/4 日 休み  
35 7/5 月 アウロス中継電波伝播試験（１）。田中：ア

ウロス中継、笹原：ABH-T,警報局。秋本：

警報局・観測局 

 

36 7/6 火 アウロス中継電波伝播試験（２）。田中：ア

ウロス中継、笹原：ABH-T,警報局。秋本：

警報局・観測局 

 

37 7/7 水 アウロス中継電波伝播試験（３）。田中：ア

ウロス中継、笹原：ABH-T,警報局。秋本：

警報局・観測局 

 

38 7/8 木 アウロス中継電波伝播試験（４）。田中：ア

ウロス中継、笹原：ABH-T,警報局。秋本：

警報局・観測局 

 

39 7/9 金 トドラ渓谷電波伝播試験、移動マラケシュ‐

トドラ渓谷（トドラ）観測局現地踏査 
 

40 7/10 土 現地踏査：中継局１（トドラ）  
41 7/11 日 休み（トドラ）  
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日数 日付 曜日 笹原、田中、秋本、廣瀬(ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ) 片山（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
42 7/12 月 現地踏査：中継局２，３（トドラ）  
43 7/13 火 トドラ渓谷警報局現地踏査（トドラ）  
44 7/14 水 電波伝播試験中継局‐観測局、エルラシデア

監視局‐中継局（トドラ、エルラシデア） 
 

45 7/15 木 現地踏査テイヌリール県庁、カイダ事務所  
46 7/16 金 移動：テイヌリール‐マラケシュ  
47 7/17 土 データ整理  
48 7/18 日 休み  
49 7/19 月 データ整理  
50 7/20 火 データ整理  
51 7/21 水 混信調査：ウカイメデン中継局、データ整理  
52 7/22 木 混信調査：ウカイメデン中継局、データ整理  
53 7/23 金 混信調査：ウカイメデン中継局、データ整理  
54 7/24 土 混信調査：ウカイメデン中継局、データ整理  
55 7/25 日 休み  
56 7/26 月 ABH-T 実験概要報告  
57 7/27 火 機材集出手続き  
58 7/28 水 機材整理・梱包  
59 7/29 木 移動：マラケシュ‐カサブランカ‐パリ  
60 7/30 金 移動：パリ‐成田  

巻末表 6 第二次現地調査時の工程表(2) 

日数 日付 曜日 松本 (コンサルタント)、安土(通訳) 
61 8/23 月 移動（成田－ﾊﾟﾘ） 
62 8/24 火 Technical Note（T/N） 内容説明会議（SEEE） 移動（ﾊﾟﾘ－ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ－ﾏﾗｹｼｭ） 
63 8/25 

 
水 T/N 説明会議（ABH-T）、アルハウズ県知事表敬 

64 8/26 木 移動（ﾏﾗｹｼｭ－チヌリル）、テイヌリール県知事表敬 
65 8/27 金 移動（チヌリル－エルラシディア）、ABH－ZGR T/N 内容説明会議 
66 8/28 土 移動（エルラシディア－ラバト） 
67 8/29 日 資料整理 
68 8/30 月 SEEE、現地調査報告、T/N 内容協議 
69 8/31 火 SEEE, T/N サイン、JICA・大使館報告 
70 9/1 木 移動(ラバト－パリ) 
71 9/2 金 移動（パリー成田） 

巻末表 7 概要書及び機材仕様書（案）説明・協議時の工程表 

日数 月日 曜

日 永田（JICA） 南谷（JICA） 鈴木（通訳） 笹原（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 片山（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

1 1/23 日 移動（成田－ﾊﾟﾘ－ﾗﾊﾞﾄ） 
2 1/24 月 概要書及び機材仕様書案説明（JICA モロッコ事務所、SEEE）、移動（ﾗﾊﾞﾄ－ﾏﾗｹｼｭ） 
3 1/25 火 概要書及び機材仕様書案説明（ｱﾙﾊｳｽﾞ県）、ウリカ流域警報局位置の確認 

4 1/26 水 概要書及び機材仕様書案説明（ABH-T）、移動（ﾏﾗｹｼｭｰｴﾙﾗｼﾃﾞｨ

ｱ） 
概 要 書 及 び 機 材 仕 様 書 案 説 明

（ABH-T）、ﾚﾗﾔ流域警報局位置の確認

5 1/27 木 トドラ流域を対象から外すことの説明（ABH-ZGR）、移動（ｴﾙ

ﾗｼﾃﾞｨｱ－ﾗﾊﾞﾄ） 資料整理、移動（ﾏﾗｹｼｭ－ﾗﾊﾞﾄ） 

6 1/28 金 ミニッツ案協議、ミニッツ署名 

7 1/29 土 資料整理 資料整理 資料整理 資料整理 移動 
（ﾗﾊﾞﾄ－ﾊﾟﾘ－）

8 1/30 日 資料整理 移動 
（ﾗﾊﾞﾄ－ﾊﾟﾘ－） 資料整理 資料整理 移動(－成田) 

9 1/31 月 大使館、JICA 事務

所報告 移動(－成田) 資料整理 大使館、JICA 事

務所報告 
 

10 2/1 火 移動（ﾗﾊﾞﾄ－ﾊﾟﾘ－）  移動（ﾗﾊﾞﾄ－ﾊﾟﾘ－）  
11 2/2 水 移動(－成田)  移動(－成田)  
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添付資料 3 関係者（面会者）リスト 

以下に、本調査における関係者（面会者）の一覧を示す。 

巻末表 8 関係者（面会者）リスト 

名前 地位 備考 
水利・環境庁 (Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement: SEEE) 
Mr. ｼﾞｪｱﾅ ﾑｽﾀﾌｧ  水利担当長官  
Mr. ﾍﾞﾝﾋﾞﾊﾞ ﾏｼﾞｯﾄﾞ 水理総局長  
Mr. ﾍﾞﾝ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾌｧﾃﾞﾙ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊﾐｯﾄﾞ 調査・計画局 水資源部長  
Mr. ﾌﾞｱｲｼｬ ﾙﾄﾞｩｱﾝﾇ 調査・計画局 水文課長  
Mr. ﾔｱﾗｳｨ ｶﾏﾙ 水文エンジニア  
Ms. ｴﾙ ﾔｱﾗｳｨ ﾅｼﾞｯｸ 協力室長  
テンシフト川流域公社 (L’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift : ABH-T) 
Mr. ﾍﾞﾙｹｲﾘ ｱﾊﾒｯﾄﾞ 局長  
Mr. ｱﾙｽﾑｩｸ ﾓﾊﾒｯﾄﾞ ﾊｯｻﾝ 水資源部長  
Mr. ﾘﾏﾑ ﾅﾋﾞﾙ 水資源課長  
Mr. ｴﾙ ｷﾊﾙ ｻｲﾄﾞ 技術スタッフ  
アル・ハウズ県庁 (La Province d’Al Haouz) 
Mr. ﾌﾞｼｬｲﾌﾞ ﾑﾀﾜｷﾙ 県知事  
スッス・マッサ・ドラア流域公社 ワルザザット支所 (La Délégation d’Ouarzazate de l’Agence du 
Bassin Hydraulique du Souss, Massa et Draa : ABH-SMD) 
Mr. ｴﾙ ﾑｽﾀﾌｧ ｻｯﾊﾞｰﾙ ワルザザット支所長  
ティヌリール県庁 (La Province de Tinghir) 
Mr. ﾅｸｼｬ ﾓﾊﾒｯﾄﾞ 県知事  
Mr. ﾗﾌﾞﾘﾆ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾌｪｯﾀ 官房長  
ジズ・ギル・レリス流域公社 (L’Agence du Bassin Hydraulique du Ziz-Guir-Rheris : ABH-ZGR) 
Mr. ﾀﾋﾞｯﾄ ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾏﾚｸ 局長  
Mr. ｱｯﾊﾞ ｲｽﾏｲﾙ 水資源部長  
Mr. ｽﾘﾏﾆ ﾑｰﾚｲ ﾓﾊﾒｯﾄﾞ 水資源モニタリング課長  
アスニ・カイダ (Le Caïdat d’Asni) 
Mr. ﾀﾙｩﾊ ﾌﾞｾﾞｸﾘｯﾄ アスニ・セルクル長  
Mr. ｲﾄﾞﾚｻｳﾄﾞ ﾗﾙﾋﾞ アスニ・カイド  
ウリカ・カイダ (Le Caïdat d’Ourika) 
Mr. ｴﾗﾄｩﾋﾞ ﾌﾞｼﾞｭﾏｰﾙ ウリカ・カイド  
Mr.ｴﾙ ﾏﾊｼﾞｭｯﾌﾞ ﾑｰﾚｲ ｱﾊﾒｯﾄﾞ ウリカ・副カイド  
トドラ・カイダ  (Le Caïdat de Toudgha) 
Mr. ﾕﾝｼ ﾕｰﾈｽ トドラ・カイド  
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添付資料 4 討議議事録（M/D） 

第一次調査時討議議事録（M/D） 
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概要書及び機材仕様書（案）説明・協議時討議議事録（M/D） 
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モロッコ王国「高アトラス地域における洪水予警報システム構築計画」 

協力準備調査に係る協議議事録(仮訳) 

 

 

モロッコ王国（以下、「モロッコ国」という。）からの要請を受け、日本国政府は「高アトラス

地域における洪水予警報システム構築計画」に係る協力準備調査の実施を決定し、独立行政法人

国際協力機構(以下「JICA」)がその調査を実施した。 

JICA は、2010 年 3 月から開始した本件協力準備調査の一環として 2次にわたる現地調査及び国

内解析を行った。それらの結果に基づき作成した協力準備調査報告書（案）の内容についてモロ

ッコ国政府関係機関に説明し、協議を行うため、JICA 国際協力専門員である永田謙二を団長とす

る概略設計概要説明調査団（以下「調査団」）を 2011 年１月 23 日から 2月 1日までの日程で派遣

した。 

調査団とモロッコ国政府関係機関との協議の結果、双方は付属書に記載された事項について合

意した。 

 

2011 年 1 月 28 日 ラバトにて 

 

 

  

 

 

永田 謙二 

団長 

概略設計概要説明調査団 

独立行政法人国際協力機構（JICA） 

日本国 

 Mustapha GEANAH 

Secretary General, Department of Water

Secretariat of State in charge of Water 

and Environment（SEEE） 

The Kingdom of Morocco 
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付属書 

 

1. 協力準備調査報告書（案）の内容 

モロッコ国側は、調査団が提出・説明を行った協力準備調査報告書（案）の内容について基本

的に了承し、これを受理した。 

2. 日本の無償資金協力スキーム 

モロッコ国側は、2010 年 3 月 25 日に双方により署名された協議議事録の別添 4 及び別添 5 で

説明されている、日本国の無償資金協力のスキーム及び無償資金協力実施の前提条件として被援

助国政府側が実施すべき事項と確保すべき予算措置について、再度確認し、確実な実施を約束し

た。 

3. 調査スケジュール 

本調査の協議結果を踏まえ、JICA は協力準備調査報告書を作成し、2011 年 4 月中旬までにモロ

ッコ国政府に送付する。 

4. その他協議事項 

（１）プロジェクトの概算事業費 

プロジェクトの概算事業費は、2011 年 2 月中旬頃までに JICA がモロッコ側に説明する。 

ただし、双方は、その金額が今後、無償資金協力の承認を得るために日本国政府によって精査

され、変更される可能性があることを確認した。 

 また双方は、入札における公正性を確保するため、本プロジェクトに関わる全ての契約締結が

完了するまで、この概算事業費に関する情報が部外者に漏れないよう適切な措置を取ることを確

認した。 

（２）対象流域の変更 

本協力準備調査期間中、SEEE 及び ABH-ZGR との協議を通じて、洪水予警報システム整備の調査

対象地域であるトドラ川流域において、SEEE は、100 年確率規模の洪水を防ぐことと灌漑を主目

的にしたダム計画にかかる調査を終了している。よって、調査団は本無償資金協力による洪水予

警報システム構築の対象地域からトドラ川流域を除外することを説明し、モロッコ側はこれを了

承した。 

（３）本プロジェクトの実施機関 

 2010 年 3 月 25 日に署名・交換を行った協議議事録付属書 4 において、責任機関と実施機関が

以下のとおりに整理されていたが、上記（２）のとおり、本プロジェクト対象流域の変更に伴い、

実施機関も変更することとし、これについて、双方が合意した。 

 

表１ 責任機関及び実施機関の変更 

 協議議事録署名・交換時（2010 年 3 月 25 日） 現在 

責任機関 水利・環境庁（SEEE） 水利・環境庁（SEEE）（変更なし） 

実施機関 

テンシフト川流域公社（ABH-T）（ウリカ川流域・レラ

ヤ川流域） 

ジズ・ギル・レリス流域公社（ABH-ZGR）（トドラ川流

域） 

テンシフト川流域公社（ABH-T）（ウリカ川流

域・レラヤ川流域） 
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（４）観測局、中継局及び警報局設置のための用地取得について 

 本無償資金協力事業で観測局、中継局及び警報局の設置を行う用地については、モロッコ国政

府機関が用地取得及び借上げにかかる手続きが必要な全設置予定場所との基本的合意形成を2011

年 2 月末日までに完了させ、同日までにその旨を JICA モロッコ事務所に書面にて報告することで

双方合意した（別添 2参照）。 

（５）モロッコ国側負担事項の実施 

調査団は、モロッコ国側負担事項について以下のとおり、詳細に説明を行った。 

① E/N 締結後 3ヶ月まで 

・ マイクロウウェーブ回線用の周波数帯の使用許可及び現在使用中の 70Mz帯周波数の使用

地域拡大にかかる許可取得 

②本プロジェクト工事開始まで 

・ 計画施設の建設許可申請の実施 

・ 計画施設の用地、スペースの確保 

③本プロジェクト工事中 

・ 必要に応じた計画施設の電力増強及び電線の引き込み 

・ デジタル回線（ADSL）のデータモニター局（DPE、カイダウリカ、カイダアスニ）及び ABH-T

への引き込み 

・ ソフトコンポーネントにおける人員の確保 

・ 施設・システムの説明用看板などの設置 

・ 新設の 3 観測局及び必要と認められる場所において、盗難・破壊等に対するフェンスの

設置等の防護措置 

④本プロジェクト完成時 

・一般市民を対象にした施設見学の企画及び啓発活動 

 

これに対しモロッコ国側は負担事項の責任を果たすとともに、その負担事項を実施するために

必要な措置を約束した。モロッコ側が負担する概算費用は表 2のとおり。 

 

表 2 モロッコ国政府が負担する経費 

項  目 責任機関 費用（MAD）

①銀行取り決め(B/A）及び支払授与書（A/P）発給時の銀行支払手数料 SEEE 13.2 万

②局舎用用地取得費用 SEEE 5.0 万

③必要に応じた電力増強及び電線の引き込み SEEE 1.0 万

④盗難・破壊等対策費用（フェンスを含む） SEEE 40.0 万

⑤周波数取得費用 SEEE 5.0 万

⑥デジタル回線（ADSL）引き込み費用 

（データモニター局（DPE、カイダウリカ、カイダアスニ）及び ABH-T） 
SEEE 2.0 万

⑦啓発活動費用 SEEE 50.0 万

合  計 116.2 万

 

（６）洪水予警報システムの維持管理業務 

調査団は、洪水予警報システムの機能を維持するためには、構築後の維持管理がきわめて重要

になること及び本無償資金協力事業を通じて設置する洪水予警報システムの規模は、これまでよ
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りも大きくなるため、表 3 に記載されているような維持管理業務が必要となる。調査団は、これ

らの業務を実施するためには現在の維持管理体制の見直しが必要になることを説明し、モロッコ

国側関係機関はこれを理解した。 

 

表 3 維持管理業務一覧 

局 保守点検の種類 時期・回数 実施者 

日常点検 週 1回 ABH-T 

定期保守点検 6 月、10 月 年 2回 ABH-T 

オーバーホール点検 
6 月（観光・夏季洪水シーズン
前） 

保守業者 

テレメータ監視制御
局 

故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 

日常点検 週 1回 アルハウズ県 

定期保守点検 6 月、10 月 年 2回 ABH-T 

オーバーホール点検 
6 月（観光・夏季洪水シーズン
前） 

保守業者 
警報監視制御局 

故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 

定期保守点検 3 月、6月、9 月、12 年 4 回 ABH-T 

オーバーホール点検 
6 月（観光・夏季洪水シーズン
前） 

保守業者 水文観測局 

故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 

定期保守点検 6 月、10 月 年 2回 ABH-T 

オーバーホール点検 
6 月（観光・夏季洪水シーズン
前） 

保守業者 中継局 

故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 

定期保守点検 6 月、10 月 年 2回 ABH-T、アルハウズ県

オーバーホール点検 
6 月（観光・夏季洪水シーズン
前） 

保守業者 警報局 

故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 

日常点検 週 1回 各運用者 

オーバーホール点検 
6 月（観光・夏季洪水シーズン
前） 

保守業者 データモニター局 

故障修理 故障発生時（オン コール） 保守業者 

 

（７）洪水予警報システムの運営・維持管理要員の確保 

ABH-T 及び県庁ではそれぞれ洪水予警報システム管理責任者及びその要員を確保して、システ

ムの運用維持管理を行う組織を整備する必要がある。基本的にシステムの運営と維持管理の要員

は兼任とし、現状の人員を訓練することによって運営・維持管理体制を構築することとする。し

かし規模が大きくなったシステムを運営維持管理していくためには、表 4 のように ABH-T にシス

テム保守・故障分析のできる人員 1 名の増員が必要である。プロジェクトの完成までにその要員

として電気通信、電気またはコンピュータ技師をモロッコ側が 1名雇用することを確約した。 

 

 

表 4 システム運営・維持管理要員 

必要人員 
専門分野 

ABH-T アルハウズ県 

1. システム管理責任者 1 (1)  

2. 洪水予測、解析、情報伝達（水文技術者） 1 (1)  

3. システム運用（水文技術者、電気、通信技師） 3 (3)  

4. システム保守、故障分析（コンピュータまたは電気、通信技術者） 1 (0)  

1. システム管理責任者（洪水リスク管理）  1 (1) 

2. システム運用及び日常保守（水文技術者、電気、通信技師）  2 (2) 

合計 6 (5) 3 (3) 

（ ）内は現状での相当する人員数 
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（８）洪水予警報システムの運営維持管理予算の確保 

上記（６）の運営・維持管理業務を実施するために年次予算の確保が必要である。本プロジェ

クトの洪水予警報システムの運営・維持管理の費用として、日本側は以下の表 5 のとおりの費用

が必要であることをモロッコ国側に説明した。モロッコ側はこれらの運営維持管理に必要な予算

を確保することを約束した。 

 

表 5 年間概算維持管理費用 

運営機関 費用項目 金額 

システム保守担当者人件費 10 万 MAD 

保守業者委託費 60 万 MAD 

定期点検費用（交通費、日当） 1 万 MAD 

運営費用（電気代、燃料費、電話料、デジタル回線利用料など） 10 万 MAD 

不具合発生時の修繕費用 15 万 MAD 

ABH-T 

小計 96 万 MAD 

アルハウズ県 運営費用（電気代、燃料費、電話料） 8 万 MAD 

 合計 104 万 MAD 

 

以 上 

 

別添１．本プロジェクトのコンポーネント 

２．覚書
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別添１ 
本プロジェクトのコンポーネント 

 
数量 

関係機関 サブ 
システム 機材 

ABH-T
アル

ハウ

ズ県

DPE
ウリ

カカ

イダ

アス

ニカ

イダ

ウリカ

川・レラヤ

川流域 
合計 

（新設）テレメータ監視制御

装置  1      1 

（新設）雨量・水位観測局      4 4 
（新設）雨量観測局 *      ４ ４ 
（新設）水位観測局       2 2 
（新設）中継雨量局      1 1 

水文観測 
サブ 

システム 

（改修）既存施設 
（3 雨量・水位観測局＋2 雨

量局＋2 中継局） 
     7 7 

データ処理・蓄積・分析装置 1      1 

マイクロ多重無線装置 1 1     2 
無線警報監視制御装置 1      1 
ウェブサーバー（ホームペー

ジ用） 1      1 

データ分

析・洪水

情報伝達

サブシス

テム 
データモニター局(新設１＋

改修 2)   1 1 1  3 

洪水警報制御監視局制御 
コンソール  1     1 

洪水警報モニター装置  1     1 
警報発令 

サブ 
システム 遠隔操作自動警報局 

（新設 12＋改修１）      13 13 

* うち１局については、雨量観測局はデータの蓄積中継機能を含む。 
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覚 書 
 
 2011 年 1 月 24 日から実施している「高アトラス地域における洪水予警報システム構築計画」

協力準備調査基本設計概要書説明調査において、テンシフト川流域公社（以下、「ABH-T」とい

う）及び基本設計概要書説明調査団（以下、「調査団」という）は、下記の事項を厳守することを

双方で合意した。 
 
1 ウリカ川流域及びレラヤ川流域に設置する施設（別添参照。以下、「施設」という）の土地取

得または土地占用使用の合意形成について、調査団は、必要な図面を、私有地に設置される施

設の図面については 2 月 7 日までに、それ以外については、2 月 10 日までに ABH-T に提出

する。 
 
2 施設の土地取得または土地占用使用の合意形成は、ABH-T が主体となって、アルハウズ県と

ともに実施する。 
 
3 施設を設置する土地が私有地である場合、その地主と土地取得にかかる原則合意を形成する。

また、公用地の場合は、決められた手順に従って、土地使用の許可を取得する。 
 
4 上記 3.の手続きは、２月末日までに完了させ、同日までに JICA モロッコ事務所に書面をもっ

て報告する。なお、上記手続きが完了したことを証明する文書を添付することとする。 
 
 

以 上 
 
別添．洪水予警報システム用地関係情報リスト 
 

2011 年 1 月 26 日 
 

 

 

 

  

 

ベルケイリ マハメッド 
所長 
テンシフト川流域公社（ABH-T） 

 永田 謙二 

団長 

概略設計概要説明調査団 

独立行政法人国際協力機構（JICA）

日本国 
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局名 緯度 経度 高度 土地種別

Ｉ ウリカ・レラヤ流域　テレメータシステム m

1 Marrakech ABHT 監視制御局 31o37'36.93'' 08o00'40.61'' 456 公用地

2 Aghbalau TM-01雨量・水位観測局 31o18'47.15'' 08o44'45.53'' 1,031 公用地

3 Tourchit TM-04水位観測局 31o14'12.6'' 07o38'34.8'' 1,580 公用地

4 EI Jam'ane TM-08 雨量・水位観測局 31o17'6.00'' 07o47'36.2'' 1,301 公用地

5 Ihadjamene TM-09 雨量観測局 31o15'32.1'' 07o44'45.10'' 2,173 公用地

6 Tizi-n-Likemt TM-10 雨量観測局 31o07'50.4'' 07o49'39.4'' 3,558 公用地

7 Amddouz TM-11 雨量観測局 31o16'41.90'' 07o38'25.70'' 2,023 公用地

8 Arg TM-12 雨量・水位観測局 31o10'56.80'' 07o55'05.30'' 1,578 公用地

TM-12 アンテナポール 31o10'48.30'' 07o54'56.80'' 1,615 公用地

9 Aremd TM-13 雨量観測局 31o07'28.90'' 07o55'12.90'' 1,936 公用地

10 Timting TM-1４ 水位観測局 31o10'08.8'' 07o56'05.4'' 1,559 公用地

TM-1４ 水位計 公用地

TM-1４アンテナポール 31o10'08.5'' 07o56'00.20'' 1,655 公用地

11 Tahanaout TM\15雨量・水位観測局 31o17'31.20'' 07o57'46.50'' 1,054 公用地

12 Oukaimeden TM-1６ 雨量観測局 31o10'54.42'' 07o51'43.64'' 3,250 公用地

13 Oukaimeden RP-03中継局 31o10'54.42'' 07o51'43.64'' 3,250 公用地

14 ABHT Marrakech マイクロ多重無線装置 31o37'36.93'' 08o00'40.61'' 456 公用地

15 Al Hauz Province マイクロ多重無線装置 31o22'1.20'' 07o56'36.50'' 918 公用地

ＩＩ 洪水警報システム

Ourika系統

16 Prefecture(県庁） 警報監視制御局 31o22'1.20'' 07o56'36.50'' 918 公用地

17 Aghbalau 1 WP-1警報局 31o18'35.80'' 07o44'38.00'' 1,024 公用地

18 Aghbalau 2 WP-2警報局 31o18'22.20'' 07o44'14.40'' 1036 私有地

19 Aghbalau 3 WP-3警報局 31o18'17.90'' 07o43'45.60'' 1,040 公用地

20 Iraghf 1 WP-4警報局 31o17'29.70'' 07o42'44.90'' 1,145 私有地

21 Iraghf 2 WP-5警報局(既設局舎） 31o17'16.10'' 07o42'32.10'' 1,167 公用地

22 Iraghf 3 WP-6警報局 31o17'10.30'' 07o42'26.80'' 2,293 私有地

23 Iraghf 4 WP-7警報局 31o16'55.70'' 07o41'51.00'' 1,189 私有地

24 Iraghf 5 WP-8警報局 31o16'29.80'' 07o41'29.50'' 1,207 公用地

25 Tazzuitount WP-9警報局 31o15'49.90'' 07o40'43.70'' 1,270 公用地

26 Setti Fadma 1 WP-10警報局 31o13'43.30'' 07o40'15.80'' 1,419 公用地

27 Setti Fadma 2 WP-11警報局 31o13'32.10'' 07o40'31.30'' 1,738 私有地

Ryraya　系統

28 R'ha Mouley Brahim WP-12警報局 31o16'51.60'' 07o57''38.90'' 1,097 公用地

29 Imlil WP-13警報局 31o07'58.10'' 07o55'18.50'' 1,962 公用地

　別添　洪水予警報システム用地関係情報
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添付資料 5 ソフトコンポーネント計画書 

 
１．ソフトコンポーネントを計画する背景 

無償資金協力「モロッコ国高アトラス地域における洪水予警報システム構築計画」では、高ア

トラス地域のテンシフト川流域のレラヤ川流域とウリカ川流域において、洪水予警報システムの

構築を行う計画である。 

本プロジェクトの対象地域の一部であるウリカ川流域は、開発調査で構築されたパイロットシ

ステムが 2002 年から運用されている。さらに、2004 年、2005 年、2007 年の 3 ヵ年にわたって短

期専門家がその運用指導をいった。これら支援の成果として、2006 年に発生した二度の洪水にお

いて、余計方システムの運用により観光客の避難につながり、人的被害を最小限にとどめること

ができた。しかし、今もなお、ウリカ川流域近隣のレラヤ川流域などの洪水発生地域には洪水予

警報システムが備わっていない。また、同開発調査の対象地域であったウリカ川流域においても、

十分な密度のシステムが設置されていない状況である。 

そのような状況を受け、モロッコ国が我が国に対して、洪水予警報システムの構築にかかる本

事業の要請を行った。 

洪水予警報システムは、最新の ICT（Information Communication Technology）技術を利用したマ

シンシステムとそれを運用する人間が関わるマンシステムが混在するマン・マシンシステムであ

る。つまり、両方のシステムが、統合的に正しく運用されてこそ、本プロジェクト目標の「テン

シフト川流域（ウリカ川流域・レラヤ川流域）において、洪水予警報システムが機能する」よう

になる。さらに、上位目標の「高アトラス地域における洪水リスクが軽減される」ことにもつな

がる。 

洪水予警報システムには、以下の５つのサブシステムから構成されている。 

① 水文観測・データ収集サブシステム 

② データ分析・洪水情報伝達サブシステム 

③ 警報発令サブシステム 

④ 警報伝達サブシステム 

⑤ 避難サブシステム 

雨量による水位の変化などのデータ収集、その収集データの解析、その解析結果に基づく警報

発令の決定、発令された警報の伝達、そして、その伝達された警報を受けて避難するという、一

連のプロセスが機能して初めて、洪水予警報システムとしての役割を果たすこととなる。また、

災害時だけではなく、平時においても、これら洪水予警報システムが正確に作動するための維持

管理や修理を行う必要があり、それを扱う職員がシステムの原理を理解することも必要になる。

さらに、国及び市の防災関係者や周辺住民が、発令された警報を正しく理解し、避難体制をとる

ことも不可欠になる。 

本無償資金協力で導入する洪水予警報システムは、同開発調査で導入したシステムをベースに
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しつつ、システムの拡大化や高度化が図られている。過去の協力を通じて、モロッコ国の関係者

は洪水予警報システムのメンテナンス・運用を実施する基礎的な能力は既に有しているので、新

たに導入されるシステムについても基本的な操作は可能であるが、多少の相違点に対して対応す

るためにもソフトコンポーネントを実施する必要性は非常に高いと考えられる。 

また、レラヤ地域については、これまで洪水予警報システムは設置されていないので、住民避

難体制の整備については、新たに検討する必要があるので、ソフトコンポーネントを実施する必

要性は非常に高い。 

２．ソフトコンポーネントの目標 

ソフトコンポーネントの目標は、現地関係機関が拡大化・高度化した洪水予警報システムを適

切に運用し、持続性を確保するために必要な知識を構築することである。また、発信された洪水

予警報を受ける住民を啓発し、洪水予警報発令時に適切な避難が実施できるようになることであ

る。 

３．ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネントの期待される成果は下表に示す通りである。 

表１ ソフトコンポーネントの成果とその確認方法 

成果 内容 達成度の確認方法 

成果 1 
（機器の維持管理） 

機器の維持管理の方法及び体制についての維持管理マニュ

アルが作成され、活用される。 
• 試験を実施し、習熟度を確認す

る。 
成果 2 

（注意報・警報基準作成） 
注意報や警報の発令基準が設定されるとともに、モロッコ側

が基準の設定方法を理解する。 
• 基準についての議論を通して理

解度を確認する。 

成果 3 
（洪水情報・警報の伝達） 

注意報、警報の発令基準（成果２）に加え、情報警報伝達経

路、関係機関の役割と責任、担当者名等を記述した警報発令

伝達マニュアルが作成され、それに則って機器の運転、シス

テムの運用が行われる。 

• マニュアルに則って情報伝達訓

練が実施されたか確認する。 

成果 4 
（避難活動） 

全ての警報局サイトについて避難地、避難手順、避難誘導体

制について記述した避難活動マニュアルが作成され、活用さ

れる。 

• マニュアルに則って避難訓練が

実施されたか確認する。 

成果 5 
（運用、維持管理コミテ

ィーの再構築） 

ウリカ川流域のパイロットシステムの運用と維持管理につ

いては、県知事を議長としたコミティーがあり、同意書に基

づき県、テンシフト水利公社(Agence du Bassin Hydraulique de 
Tensift, MATEE:ABH-T)および県設備局（Direction Provinciale 
de l'Equipement：DPE）の 3 者で責任分担が行われている。

今回拡張整備されるウリカ川・レラヤ川流域のシステム用

に、新たに同意書を締結し、持続的にシステムが運用・維持

管理されるようにコミティーを再構築する必要がある。 

• コミティーの再構築、責任の明

確化が関係機関で合意されたか

確認する（合意書）。 

 

４．成果達成度の確認方法 

成果の達成度の確認方法は表１に示した通りである。 
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５．ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

ソフトコンポーネントは、水文・水理/避難活動担当および機材・通信システム担当 2 名の本邦

コンサルタントによる直接支援型とし、平成 24年の 2月～4月までの計 3ヶ月とする（計 4.5M/M）。

その活動計画を表２に示す。機材・通信システム担当は「成果１：危機の維持管理」及び「成果

３：洪水情報・警報の伝達」を主に担当し、水文・水理/避難活動担当は、「成果２：注意報・警

報基準作成」、「成果４：避難活動」及び「成果５：運用・維持管理コミティーの設立」を主に担

当する。 

表２ ソフトコンポーネント活動計画 

成果 必要とされ

る技術・業種 
現況の技術レベルと必要と

される技術レベル 
ターゲット 
グループ 実施方法 実施リソース 成果品 

成果 1 
（機器の

維持管

理） 

基本的に機

材の保守点

検は外部業

者に委託す

るため、電

気・通信の専

門知識は不

要だが、日々

の保守や保

守業者を監

理する能力

が必要。 

既設のパイロットシステム

の機器の日常の動作点検や

水文センサーの保守を行う

だけの技術レベルは有して

いるが、それを継続して実施

する体制が不備である。また

今回新たに導入する機器の

動作点検方法について習熟

する必要がある。 
また保守点検業者を監理す

る能力も必要である。 

ABH-T の維持管理担

当職員（計 2 名）、テ

レメータ観測局（計 6
名）、警報局の管理人

（計 1 名）、県および

モニター局の通信担

当職員（計 4 名） 

維持管理体制の構築 
各サイトでの機器の

動作確認・保守の訓

練の実施 
外部保守業者の作業

監理の OJT(TOR の

作成)の実施 
維持管理マニュアル

の作成 
維持管理試験の実施 

機材・通信シス

テム担当コン

サルタント 45
日（直接支援

型） 

維持管理マ

ニュアル、 
試験結果 
保 守 契 約
TOR 

成果 2 
（注意

報・警報

基準作

成） 

水文学や水

理学の一般

的知識 

ABH-T は既存のパイロット

システム（ウリカ川流域）の

注意報・警報発令基準水位、

雨量を見直しの必要性を理

解しているが、実際に設定す

る能力がない。 
これまで累積されたパイロ

ットシステムのデータを整

理することによって、当流域

の降雨、流出特性を理解し、

また防災関係機関や住民・観

光業者との議論を通じて、現

実的な注意報・警報発令基準

を設定する。 

ABH-T の水資源部職

員（4 名）、県、DPE、
地方警察、気象局、消

防局の防災担当職員

（計 10 名） 

既往データの整理・

分析の OJT 
注意報・警報発令基

準の作成 

水文・水理/避難

活動担当コン

サルタント 11
日（直接支援

型） 

注意報・警報

発令基準 

成果 3 
（洪水情

報・警報

の伝達） 

注意報、警報

に関する理

解、導入する

機器システ

ムの運転技

術、情報伝達

経路の理解 

ウリカ川流域のパイロット

システム用に設定された伝

達ルールは、これまでの訓練

を通じて習熟されている。こ

れをベースに本プロジェク

ト用にさらに拡張し、マニュ

アルとして整備する必要が

ある。そしてこのマニュアル

に従っての機器・システムの

運用を習得させることが必

要である。 

ABH-T の水資源部職

員（4 名）、県の警報セ

ンターおよび洪水情

報モニター局の担当

者（計 4 名）、警報局

管理人（1 名）、県、

DPE、地方警察、気象

局、消防局の防災担当

職員（計 10 名）、カイ

ダ・地方コミューン代

表（4 名）、住民・観光

業者代表（計 10 名）

警報発令伝達マニュ

アル（注意報、警報

の発令基準、情報警

報伝達経路、関係機

関の役割と責任、担

当者名等を含む）の

作成、 
ワークショップの開

催（進捗報告書の発

表：1 回）、 
警報発令伝達訓練の

実施（避難訓練に合

わせて実施） 

機材・通信シス

テム担当コン

サルタント 30
日 （直営支援

型） 

警報発令伝

達マニュア

ル、 
ワークショ

ップ記録、 

成果 4 
（避難活

動） 

ウリカ川・レ

ラヤ川流域

の災害特性

にする知識 

ウリカ川流域の Iraghf 地域

では、これまでパイロットシ

ステムでの避難訓練を通じ

て運用されてきた避難ルー

ルがある。これを含め、全警

報局地域それぞれについて

避難活動マニュアルとして

整備し、また実際にそれに沿

って活動できるように訓練

によって習熟させる必要が

ある。 

警報局近傍の住民、観

光業者および関係機

関（カイダ、地方コミ

ューン、地方警察、消

防局） 

避難活動マニュアル

案（避難地、避難手

順、避難誘導体制を

含む）の作成、 
ワークショップの開

催（計 6地域ｘ2回）、 
避難訓練の指導（計

8 回実施：1 回ｘ6 地

域＋統一訓練 2 回） 

水文・水理/避難

活動担当コン

サルタント 43
日 （直営支援

型） 

避難活動マ

ニュアル 
ワークショ

ップ記録 
避難訓練記

録 

成果 5 危機管理に ウリカ川流域のパイロット ABH-T、アルハウズ県 ウリカ川・レラヤ川 水文・水理/避難 コミティー
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（運用、

維持管理

コミティ

ーの再構

築） 

関する一般

的知識 
システムの運用、維持管理の

役割分担について、2003 年

にアルハウズ県、 DPE、

ABH-T の 3 者による合意が

なされ、コミティーが設立さ

れている。これをウリカ川・

レラヤ川流域の新システム

用に修正・拡張して新コミテ

ィーを再構築する必要があ

る。 

をはじめとする関係

機関 
流域の洪水予警報シ

ステムの運用・維持

管理に関するコミテ

ィーの再構築 

活動担当コン

サルタント 6 日 
（直営支援型） 

再構築の合

意書 

  
６．ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

実施リソースは、プロジェクトにかかる機材調達に関わる 2 名の本邦コンサルタントによる直

接支援型とする。その理由は以下のとおりである。 

・ 本ソフトコンポーネントのうち、洪水予警報システムの運用にかかる部分については、

本プロジェクトで調達されるシステムを用いて実習することになるため、本プロジェク

トで調達するシステムに習熟していることが必須条件である。 

・ 電波の通信状況の悪い山岳地における予警報システムの運用技術及び経験はモロッコ側

にはなく、ローカルリソース（再委託型）の活用は難しい。 

また現地側 C/P および住民とコミュニケーションを図るために、英語/フランス語・アラビア語・

ベルベル語の通訳を 2 名現地庸人することとする。 

７．ソフトコンポーネントの実施工程 

ソフトコンポーネントは、据え付け工事がほぼ完了に近づいた平成 25 年度 2 月から 3 ヶ月に渡

って行うことする。表３にソフトコンポーネントの全体実施工程を示し、別添１に、日毎の活動

計画と必要となる車両、騾馬、通訳の日程とともに示す。 

表３ ソフトコンポーネント全体工程案 

平成 24 年 
（2012 年） 平成 25 年（2013 年） 

 
12 月 1 月 2 月 3 月 

成果 1機器の維持管理     

成果 2 注意報・警報基準作成     

成果 3 洪水情報・警報の伝達     

成果 4 避難活動     

成果 5 運用・維持管理コミティーの再構築     

報告書の提出   

機材・通信システム担当コンサルタント   

水文・水理/避難活動担当コンサルタント   

 

 

完了報告書 
進捗報告書 

2.5 ヶ月

2.0 ヶ月 
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８．ソフトコンポーネントの成果品 

本ソフトコンポーネントにおける成果品及び提出時期は次表のとおりである。 

表４ 成果品一覧 

分類 資料名 内容 提出時期 ページ数
翻訳 

ページ数

維持管理マニュアル 

• システム・機器の概要 
• 動作確認・保守方法 
• 業者契約ＴＯＲ案 
• 維持管理体制 

2013 年 2 月末 30 30 

警報発令伝達マニュアル 

• 注意報・警報の発令基準 
• 関係機関の責務 
• 注意報・警報の伝達ルート 
• 担当者氏名・連絡先 

2013 年 2 月末 30 30 マニュアル 

避難活動マニュアル 

• 注意報・警報の種類 
• 避難先 
• 避難誘導体制 
• 担当者氏名・連絡先 

2013 年 2 月末 30 30 

進捗報告書 

• 活動計画と実績 
• 動作確認・保守訓練結果 
• 洪水データ整理結果 
• 維持管理マニュアル案 
• 警報発令マニュアル案 

2013 年 1 月中旬 100 50 

報告書 

完了報告書 

• 活動計画と実績 
• 計画した成果と成果の達成度 
• 成果の達成度に影響を与えた要因 
• 効果を持続・発展させるための今

後の課題・提言等 
• 成果品一式 

2013 年 2 月末 200 100 

ワークショップ（進捗報告書）  2013 年 1 月中旬 50 10 

ワークショップ（避難活動）  2013 年 1 月下旬 50 10 プレゼン資料 

ワークショップ（完了報告書）  2013 年 2 月末 50 10 

  合計   270 

 

９．ソフトコンポーネントの概略事業費 

ソフトコンポーネントの概略事業費は約 14 百万円である。その内訳は、表５のとおりである。 

表５ ソフトコンポーネントの概算費用 

項目 千円 備考 

1．直接人件費 3,501 （格付 3号、2 人）合計 4.5MM 

2．直接経費 6,036  

3. 間接費（諸経費＋技術費） 4,481 
諸経費=直接人件費 x 90% 

技術費=（直接人件費＋諸経費）x 20% 

合計(1.+2.+3.) 14,018  
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１０．相手国実施機関の責務 

ソフトコンポーネントの実施に関してモロッコ側の責務は以下のとおりである。 

・ ソフトコンポーネントに必要な人員を確保する。 

・ ソフトコンポーネントの活動時に必要な人件費、交通費を負担する。 

・ 予警報システムの運用、維持管理のためのコミティーを設立する。 

 

以 上 

 

 



 

 添付‐41

添付資料 6 テクニカルノート（T/N） 
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